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人事委員会事務 局

横浜市中小企業振興基本条例に基づく

平成 23年度の取り組み状況について

1 物品及び委託契約における市内中小企業者の受注機会の増大について
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( 1 )平成 23年度の受注機会増大に向けた取り組み

物品の調達及び、委託業務の発注にあたっては、市内経済の活性化の観点から、従来から市内

事業者への優先発注を基本方針とし、発注を進めてきました。

平成23年度の人事委員会事務局の契約実績としては、物品契約は67件で金額が2，588千円、
委託契約は 16件で金額が 6，358千円となっています。

このうち、市内中小企業者との契約実績としては、

物品契約は 64件で構成比率 95.5%、金額 2，451千円で構成比率 94.7%となっています。

委託契約は8件で構成比率 50.0%、金額 606千円で構成比率 9.5%となっています。

委託契約の市内中小企業者への発注率が低い要因は、当局の委託業務の大部分が採用試験、

昇任試験の問題作成等の業務であり、対象事業者が市外の事業者に限定されるためです。

(2 )今後の受注機会増大に向けた取り組みの方向性

発注事務において、対象事業者の所在地区分及び企業規模を確認し、引き続き市内中小企業者へ

の優先発注に努めます。

市内中小企業者への発注状況(人事委員会事務局契約分)
契約実績(単独随意契約及び大規模契約を除く) 単独随意契約及び

区分 市内中小企業契約実績
大規模契約の合計

件数 l構成比率 前年度か 金額
: 前年度か

件数 金額 件数 金額
らの地械 構成比率 らのm誠

0 刊 0.o% j 

千0円
% 刊 千l' 刊 千円

工事 0.0 。。 。。 。 。 。 。
物品 64 95.5 ' ...0.4 2，451 94.7 "'3.8 67 2，588 10 311 

委託 B 50.0 企10.0 606 9.5 企1.5 16 6，358 B 16，822 

合計 72 86.7 ， "'3.1 3，057 34.2 4.8 83 8，946 18 17，133 

工事 。0.0 i 。。 。0.0 ， 。。 。 。 。 。
物品 70 95.9 ， 12.6 1，598 ， 98.5 ， 16.8 73 1，622 。 。
委託 9， 60.0， 10.0 675 i 11.0 ， 0.9 15 6，120 14 18，602 

合計 79 ， 89.8 16.3 2，273 ， 29.4 4.5 88 7，742 14 18，602 

※ 「構成比率」はそれぞれの数値(件数又は金額)が契約実績(単独随意契約及び大規棋契約を除く)に占める割合です。

※ 各項目で四捨宜入をしているため、合計値と一致しない場合があります。

※ 「契約実績(単独随意契約及び大規模契約を除く)Jは、中小企業庁が行っている「官公需契約実績額等の調査」と同保に、中

小企業者の参入の余地がない単独随意契約及び大規模契約(政府調達協定 (WTO)対象契約)を除いたものです。
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市内中小企業者への発注状況(財政局契約部契約分)
契約実績(単独随意契約及び大規模契約を除く) 単独随意契約及び

区分 市内中小企業契約実績 大規模契約の合計

件数 構成比率 前年度か 金額
!前年度か

件数 金額 件数 金額
らの削減 構成比率 らの刑訴え

日刊 00% 1 

千0円1 oo%l j 

刊 千l' 1'1 千円

工事 0.0 。。 。 。 。 。
平成 物品 11 100.0] 。。 12，624 ] 100.0 。。 11 12，624 。 。
23 

主 委託 0] 0.0 ' 。。 0] 。。 0.0 。 。 。 。
合計 11 100.0 。。 12，624 ] 100.0 。。 11 12，624 。 。
工事 。0.0 0.0 。。oj 。。 。 。 。 。

平成 物品 12 100.0 ] 7.7 12，761 100.0 j 3.5 12 12，761 。 。
22 

年度 委託 。0.0 ' 。。 、
0' 。。 0.0 。 。 。 。

合計 12 j 100.0 7.7 12.761 100.0' 3.5 12 12.761 。 。
※ 「構成比率Jはそれぞれの数値(件数又は金額)が契約実績(単独随意契約及び大規模契約を除く)に占める割合です。

※ 各項目で四捨五入をしているため、告計値と一致しない場合があります。

※ 「契約実績(単独随意契約及び大規模契約を除く )J は、中小企業庁が行っている「官公需契約実績額等の調査」と同様に、中

小企業者の参入の余地がない単独随意契約及び大規模契約(政府調達協定 (WTO)対象契約)を除いたものです。


